
川崎市食品衛生推進員設置要綱  

（目的及び設置）  

第１条 この要綱は、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第６７条の規

定に基づき、食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進し、

もって市民の食生活の安全確保に寄与するため、川崎市食品衛生推進員（以

下「推進員」という。）を設置する。  

（定数）  

第２条 推進員の定数は、４００名以内とする。  

（委嘱）  

第３条 推進員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

 (１) 社会的に信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と見識がある者。  

 (２) 食品等事業者等、食品衛生活動に積極的に取り組んでいる者。  

 (３) その他市長が適当と認める者。  

（任期）  

第４条 推進員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。  

２ 市長は、推進員が前条の規定に該当しなくなったとき又は必要があると認

めたときは、任期中であっても解任することができる。  

３ 推進員に欠員が生じ、補充した場合の任期は、前任者の残任期間とする。  

第５条 削除  

（職務）  

第６条 推進員は、次に掲げる職務を行う。  

 (１) 食品等事業者の自主管理の推進及び支援等を行う。  

   ア 毎月、定例的に推進員相談日（各区食品衛生協会事務所等を当てる。）

を設け、推進員が食品等事業者からの相談に応じ、必要な助言を行う。  

  イ 自主検査の励行、衛生害虫駆除の方法等について助言を行う。  



 (２) 消費者からの食品衛生に関する相談に応じるとともに、助言等を行う。  

 (３) 保健所事業への協力  

  ア 保健所が実施する食品衛生に関する普及啓発に協力すること。  

  イ 地域の食品衛生に関する情報を収集すること。  

（推進員会議）  

第７条 市は、必要に応じて推進員会議を開催し、推進活動の実態や最新の食

品衛生情報等の意見交換をすることができる。  

（推進員講習会）  

第８条 推進員は、市が主催する推進員講習会を受講し、職務遂行に必要な知

識、技術等の習得に努めなければならない。  

（推進員の証）  

第９条 推進員は、第６条に定める職務遂行にあたっては、川崎市食品衛生推

進員の証（様式第１号）を携帯し、関係人の求めに応じて提示するものとす

る。  

（報告）  

第１０条 推進員は、当該任期の活動状況を取りまとめ、食品衛生推進員活動

報告書（様式第２号）により、当該任期終了後の翌月の末日までに市長に報

告するものとする。  

（その他）  

第１１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項

は、健康福祉局長が別に定める。  

 

  附 則  

１ この要綱は、平成９年５月１日から施行する。  

２ 平成９年度に委嘱する推進員の任期は、第４条の規定にかかわらず、平成



１１年６月３０日までとする。  

   附 則  

 この要綱は、平成１１年７月１日から施行する。  

   附 則  

 この要綱は、平成１４年１月３０日から施行する。  

   附 則  

 この要綱は、平成１６年６月３日から施行する｡ 

   附 則  

 この要綱は、平成２２年４月２７日から施行する｡ 

   附 則  

 この要綱は、平成２２年８月４日から施行する｡ 

   附 則  

１ この要綱は、令和３年６月１日から施行する｡ 

２ この要綱の施行の日前に交付された改正前の要綱第９条の規定による川崎

市食品衛生推進員の証は、その川崎市食品衛生推進員の証に記載された任期

が満了するまでの間、改正後の要綱第９条の規定による川崎市食品衛生推進

員の証とみなす。



様式第１号（第９条関係） 
（表） 
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川崎市食品衛生推進員設置要綱抜粋 
（目的及び設置） 
第１条 この要綱は､食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第６７条の規定に基

づき、食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進し､もって市民の

食生活の安全確保に寄与するため、川崎市食品衛生推進員（以下「推進員」という。）

を設置する｡ 
（職務） 
第６条 推進員は､次に掲げる職務を行う｡ 

(1) 食品等事業者の自主管理の推進及び支援等を行う｡ 
ア 毎月、定例的に推進員相談日（各区食品衛生協会事務所等を当てる｡）を設

け､推進員が食品等事業者からの相談に応じ、必要な助言を行う｡ 
イ 自主検査の励行、衛生害虫駆除の方法等について助言を行う｡ 

(2) 消費者からの食品衛生に関する相談に応じるとともに、助言等を行う｡ 
(3) 保健所事業への協力 
ア 保健所が実施する食品衛生に関する普及啓発に協力すること。 
イ 地域の食品衛生に関する情報を収集すること｡ 

 
第    号 

川崎市食品衛生推進員の証 
 
氏   名 
 
交付年月日    年  月  日 
 
有効年月日    年  月  日 
 
 上記の者は、川崎市食品衛生推進員で

あることを証する｡ 
 

 年  月  日 
 

川崎市長    印 

14.8 センチメートル 

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

10.5 



様式第２号（第 10 条関係） 

食品衛生推進員活動報告書 
年  月  日 

（あて先）川崎市長 
 

川崎市食品衛生推進員（   所属） 
 

氏 名             
 

次のとおり、    年  月  日から    年  月  日までの活動につい

て報告します｡ 
 

 年 月 日 活 動 内 容 対象者（人数） 場 所 備  考 

１      

２      

３      

４      

５      

６      

７      

８      

９      

10      

  


